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６月の予定 子育て支援センター

まちからのおしらせ
主な内容

・夏のエコスタイルの実施について

・クロスコネクションについて

・合併処理浄化槽設置費 ほか

「夏のエコスタイル」の

実施について

６月 １日(土) 園庭開放

３日(月) 園庭開放

５日(水) すくすく広場

８日(土) 園庭開放

１１日(火) 園庭開放

１２日(水) すくすく広場

１５日(土) 園庭開放

１９日(水) すくすく広場

２０日(木) 園庭開放

２２日(土) 園庭開放

２６日(水) すくすく広場

２８日(金) 園庭開放

２９日(土) 園庭開放

時 間 ： 午前１０時から

(一時保育は午前８時３０分～午後４時３０分)

場 所 ： 和束保育園内

問合せ ： 子育て支援センター(和束保育園内)

☎７８－２１５６

相楽休日応急診療所診療体制

相楽休日応急診療所では、新型コロナウイルス感染予

防の観点から、発熱患者の時間的分離をするため、当日

電話予約制とし、予約がない場合は受診できません。

電話が大変混み合いますが、必ず電話により予約してく

ださい。予約の受け入れ人数には限りがあり、受付できな

い場合があります。

受付時間 ： 午前８時３０分～午後０時３０分

診療時間 ： 午前９時から

※症状によっては診察できない場合や京都山城総合医療

センターを紹介する場合があります。

受診前には電話でお問い合わせください。

■６月・７月の診療科目(急遽変更になる場合があります）

６月 ２日(日) 内科

６月 ９日(日) 内科

６月１６日(日) 内科

６月２３日(日) 内科・小児科

６月３０日(日) 内科

７月 ７日(日) 小児科

７月１４日(日) 内科・小児科

７月１５日(月・祝) 内科

７月２１日(日) 内科

７月２８日(日) 内科・小児科

地球温暖化問題が深刻化するなか、各分野での温室効

果ガス排出削減に向けた取り組みが進められています。

本町においても「和束町地球温暖化対策実行計画」を策

定し、省エネルギー等に取り組み、事務・事業活動から排

出される二酸化炭素等の削減を図っています。

その一環として、今年度も下記のとおり全職場において

「夏のエコスタイル」に取り組みます。

＜実施期間＞

令和６年５月７日（火）～１０月３１日（木）

＜内容＞

１．適正冷房の推進

町施設では、冷房時の室温の目安を概ね２８℃に

設定します。

２．軽装での勤務

職場において、まちのPRを兼ね、指定のポロシャツ

を着用します（現場作業時は除きます）。

これらの取り組みについて、住民のみなさん、ご来庁のみ

なさんには取り組みの趣旨をご理解いただき、ご協力をお

願いいたします。

毎月１回（第１火曜日）行政相談日を設 けています。
お気軽にご相談ください。

日 時 ： 令和６年６月４日(火)
午後１時３０分～午後３時３０分

場 所 ： 役場第１相談室
問合せ ： 総務課 ☎７８－３００１(直通)

※新型コロナウイルス感染症などの影響により、

中止する場合がございます。ご了承ください。

行政相談日

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

薬物乱用は周囲の人から誘われて好奇心や興味本位で

手を染めるケースが多くみられます。

「やせられる」「気分が良くなる」などの甘い誘い文

句や覚せい剤を「エス」「スピード」などと呼んで乱用

薬物とはわからないように誘われることもあります。

薬物乱用に対する理解を深め、絶対に手を出さないと

いう自覚が大切です。

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」愛する自分を大切に

問合せ ： 福祉課 ☎７８－３００６(直通)
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５ 人 槽 ７ 人 槽 １０人槽

３３２，０００円 ４１４，０００円 ５４８，０００円

 

補　助　金　額

事業の内容
　住宅からの生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、
合併処理浄化槽を設置される人。

下水道整備計画区域外の地域

・湯船区、下島区、石寺区、木屋区については全地域。

・撰原区、白栖区、原山区については一部対象外になります。
　詳しくは役場農村振興課環境係までお問い合わせください。

補助金対象地域

合併処理浄化槽設置費補助金制度

和束町では、下水道整備計画区域外の地域を対象に、合併処理浄化槽を設置される

人に対して予算の範囲内で補助金を交付します。

◎和束町合併処理浄化槽設置整備事業の概要

※人槽は住宅の延べ面積によって決まります。

１７０平方メートル以下の場合５人槽に、１７０平方メートルを超える場合７人槽になります。

◎補助金交付希望者は、事前に申請が必要です

この事業は、予算の範囲内において補助金を交付するため、あらかじめ設置基数を把

握し、国および府と補助金を調整し交付しています。

本年度については、まだ申込み枠に達しておりませんので先着順にて追加受付いたし

ます。

つきましては、役場農村振興課に補助金交付希望申請書を用意しています。補助金交

付希望の人は、７月３１日（水）までに申請してください。

問合せ ： 農村振興課 ☎７８－３００８ (直通)

出品茶の手摘みにご協力いただきありがとうございました

令和６年度の全国・関西・京都府の各茶品評

会にむけて、地元茶産地では、上位入賞をめ

ざして取り組んでいただいております。

朝早くからの摘み取りでしたが、多くのみなさ

んにご協力いただき、本当にありがとうござい

ました。

農村振興課
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１「食中毒菌をつけない」

・手や、洗える食べ物はよく洗いましょう。

・肉や魚はしっかり包んで他の食べ物とくっつけない。

２「食中毒菌を増やさない」

・生ものや、料理は早く食べましょう。

・保存するときは冷蔵庫、冷凍庫にしまいましょう。

３「食中毒菌をやっつける」

・料理するときはしっかり加熱しましょう。

・食器や調理器具も熱湯などで消毒しましょう。

問合せ ： 福祉課 ☎７８－３００６

食中毒予防の３原則

クロスコネクションは禁止されています

クロスコネクションとは、水道の給水管と水道以外の管が

接続されていることを言います。

また、バルブを設置し、必要に応じて水道水と井戸水など

を切替えて使用されているような状態もクロスコネクションと

なります。

クロスコネクションは、山水や井戸水などが水道管に流入

し、水道水質に悪影響を及ぼすことも考えられるため、水道

法により固く「禁止」されています。

また、大量の水道水が井戸などに流れ込み、後日高額の

水道料金が請求される場合もあります。

▲クロスコネクションの例

【クロスコネクションの事故例（他市町村の事例を含む）】

・ 山水の配管と水道の給水管を接続し、バルブを操作することで山水と水道水の使用を切り替えていたが、

バルブ操作を適切に行わなかったため、水道水が山水の配管に逆流していた。

検針時に使用水量が大きく増加したことで異常に気づいた。

・ 自家用井戸水の配管と給水管を接続していたが、長年の使用で自家用井戸ポンプ内蔵の逆止弁が破損し、

水道水が井戸へ流れ出ていた。検針時に異常に気づいた。

・ 井戸水の配管と水道の給水管が接続されていたが、逆止弁が不調であったため逆流が生じ、

水道の配水管内に井戸水が混入した。 付近の住民の苦情により異常が発覚した。

クロスコネクションになっている場合は、町指定給水装置工事事業者へ連絡して、

速やかに給水管と水道以外の管とを切り離してください。

水道水以外を使用する場合は、水道とは別に専用の蛇口などを設けてください。

問合せ ： 建設事業課 ☎７８－３００７
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下水道の使用に関するお願い

下水道にゴミを流さないでください

これまでに、下水道管の中から以下のような異物が見つかっています。

複数のモップが絡み合ったもの 大量のPPロープ

ペットシートのようなもの、下着、マスク 柿の種

上記の異物以外にも油や生ごみ、おむつや植物（梅など）の種などを流されると下水道管が詰まり、汚水

が道路や家の中にあふれたり、ポンプが故障して汚水が流れなくなることがあります。特にモップの様なも

のが頻繁に下水道に流れ、その度にポンプが詰まっており、職員が夜間でも対応することがあります。

町では、悪質な行為に対して被害届の提出も検討しています。また、故意に異物を流し、下水道施設を破

損させた場合、偽計業務妨害罪や器物損壊罪などに問われる可能性があります。

ゴミは絶対に下水道に流さないでください

山水や井戸水を利用して下水道を使用している方へ

山水・井戸水を利用して下水道を使用されている方は、お住いの方の人数によって料金を算定しますの

で、人数に変更があった場合は「汚水量認定事項異動届」の提出が必要です。

引っ越しや出生、死亡により人数に変動が生じた場合は届出を行っていただきますようお願いいたします。

今後も下水道の適正な利用にご協力いただきますようお願いいたします

問合せ ： 建設事業課 上下水道係 ☎ ７８－３００７（直通）
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3
診 察

4
診 察

5
診 察

6
診 察

7
診 察

診 察 診 察 診 察 診 察 診 察

10
診 察

11
診 察

12
診 察

13
診 察

14
診 察

診 察 診 察 診 察 診 察 診 察

17
診 察

18
診 察

19
診 察

20
診 察

21
診 察

診 察 診 察 診 察 診 察 診 察

24
診 察

25
診 察

26
診 察

27
診 察

28
診 察

診 察 休診 診 察 診 察 診 察

和束町国保診療所から診察・休診日のおしらせ

6月
月 火 水 木 金

上段 午前

下段 午後

※検診、所長の出張・会議などで休診となる場合があります。

急病やお薬などは和束町国保診療所 ☎７８－２０２４へご相談ください。

受付時間 午前８時３０分 ～ 午前１１時３０分

午後１時３０分 ～ 午後 ３時３０分

診察時間 午前９時 ～ 正午

午後２時 ～ 午後４時

和束町では、毎週土曜日（祝日、年末年始を除く）におもちゃ図書館を開館しています。

おもちゃ図書館は、その場で遊べるのはもちろん、本の図書館のように

おもちゃを持ち帰っていただくことができます。

みなさまのご来館をお待ちしております。

開館時間：１０時～正午

開館場所：和束保育園内

対象者：町内在住の就学前のお子さま（保護者同伴）

利用料：無料

問合せ：福祉課 ☎７８－３００６

おもちゃ図書館の開館について

⑤   



日
付

曜
日

古紙
回収

日
付

曜
日

古紙
回収

16 日 1 月

17 月 2 火

18 火 3 水

19 水 4 木

20 木 5 金

21 金 6 土

22 土 7 日

23 日 8 月

24 月
東

釜塚
別陽

9 火
原山
園

門前

25 火
南

杣田
木屋

10 水

26 水 11 木 別所
白栖

27 木 12 金 中
湯船

28 金
石寺
撰原
下島

13 土

29 土 14 日

30 日 15 月

6月 7月

行事案内 行事案内

・行政相談(役場第1相談室)

・すこやかファイト教室
　(老人福祉センター13:30～15:30)
・すくすく広場(10:30～)

・すこやかファイト教室
　(老人福祉センター13:30～15:30)
・乳児相談(対象者に個別案内)
・すくすく広場(10:30～)

・運動教室ピラティス
　(ふれあいセンター２階14:00～15:00)

・すくすく広場(10:30～)

・人権相談
　(人権ふれあいセンター13:30～16:00)

・運動教室ズンバゴールド
　(ふれあいセンター2階13:30～14:30)

・運動教室ズンバゴールド
　(ふれあいセンター2階13:30～14:30)
・園庭開放

・おもちゃ図書館(保育園10:00～12:00)
・園庭開放
・クッキング教室(こども館10:30～)

くらしのカレンダー

・おもちゃ図書館(保育園10:00～12:00)
・園庭開放
・おかし作り教室(こども館14:00～)

(海の日)

・シニアライフサポート学級
　(老人福祉センター10:00～14:50)
・園庭開放

・シニアライフサポート学級
　(老人福祉センター10:00～14:50)

・乳児、３歳児半健診(対象者に個別案内) ・すくすく広場(10:30～)

・運動教室ピラティス
　(ふれあいセンター２階14:00～15:00)
・園庭開放

・園庭開放

・おもちゃ図書館(保育園10:00～12:00)
・園庭開放

・おもちゃ図書館(保育園10:00～12:00)
・園庭開放
・ときめき体験(こども館9:30～)

(時間は24時間表示です)

開室時間
午前 ９：３０～１２：００
午後 １３：００～１６：３０
昼休み １２：００～１３：００

体験交流センター図書室開室日
貸出 水、金、土、日
閲覧 木
休室 月、火、祝日(土･日除く)

古紙回収略称
別陽・・・別所陽光台
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